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理事会の決議があったこととみなされた事項の内容

前号の事項を提案した者の氏名又は名称

理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
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(3)
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第5章資産

（資産の構成）

第37条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産

（2）入会金及び会費

（3）寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益

（6）その他の収益

（資産の区分）

第38条 この法人の資産は、 特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理）

第39条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第6章
今
云 計

（会計の原則）

第40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

（会計の区分）

第41条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

（事業年度）

第42条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事










